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小中一貫校に関する地域説明会（上之郷地区） 

会議録 

 

1 日 時 

令和７年10月 28日（火）19:00～20:00 

 

2 場 所 

上之郷公民館 

 

3 出席者 

（1）上之郷地区住民 32名 

（2）事務局 8名 

 

4 資料 

・桜井東中学校区における学校統合の見直しについて 

・質問書 

 

5 内容 

（1）開会の挨拶（教育長） 

 

（2）概要説明（教育総務課） 

 

（3）質疑応答 

 

質 問 者：奈良県内に義務教育学校を設置しているところはどれくらい

あるのか。その実情や問題点を教えていただきたい。 

 

事 務 局：奈良県内の義務教育学校の設置数は8校です。町立と村立が

あり、市としては桜井市が初めての導入になります。町内

に2校を設置している王寺町に視察に行き、様々な意見を

聞きました。設置して間もないことからこれから試行錯誤

していくとのことでしたが、王寺南は1～4 年生、5～9年

生で大きく分かれていますが、4年生が上級生として自主

的に活動する意識を持っており、成長が目に見えるのがメ

リットであると感じました。中学生が小学1年生や2年生

に接することで人としての優しさを感じられるようになっ

たという面もあります。課題としては、小中学校が1つに

なったことで、まだ慣れない面もあるが、子ども達の成長

を第一に、良い面を伸ばしていきたいとのことでした。 
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質 問 者：義務教育学校になると小中学校の両方の教員免許が必要にな

るとのことだが、先生が大変になると思う。働き方改革が

進められる中、先生の負担はどうなるのか。 

 

事 務 局：義務教育学校の教員は基本的に両免許を持った者が必要にな

ります。両免許を持った教員が集まるかということに懸念

があるため、当面はどちらかの免許で活動ができるように

します。小学校の免許では中学校の授業はできません。中

学校の免許を持っていれば、教科担当として小学生の学習

の指導ができます。道徳や特別活動の指導もできます。教

職員の負担については、令和10年度の開校を目指し、令

和7年度末から教員の配置を行っていきたいです。 

 

質 問 者：懸念していることは、地区の家庭のことである。統合後、朝

倉小学校や初瀬小学校に通学することはスクールバスがあ

っても環境が変わるため大変である。検討委員会が開催さ

れているが、その情報提供がされていない。今後はきちん

と必要な情報を提供していただきたい。初瀬小学校周辺の

道路が非常に狭いため、道路拡幅などを検討していただき

たい。 

 

事 務 局：意見として承ります。情報提供については、今後は市民や保

護者に周知を行う予定です。 

 

質 問 者：朝倉小学校に通学するとなると、朝に家を出る時間がかなり

早くなる。バスに乗れない場合は親が送迎することになる。

メリットだけではなくそういうデメリットがあることも知

っておいて欲しい。きちんと配慮や周知してくれれば、保

護者は送迎なども含めて協力していく。桜井東中学校のみ

特認校として指定されることについて説明して欲しい。 

 

事 務 局：工事期間の子ども達の移動については学校の始業時間を踏ま

えてご連絡差し上げます。特認校については、桜井東中学

校区は地域とのつながりが強いという特徴があるため、そ

れを継続していきたいという考えがあります。新しい学校

の教育方針に賛同した人の中から教育委員会の基準を満た

した場合にのみ通学できるかたちと考えています。 
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質 問 者：現在は、発達障害やグレーゾーンなどで学習が困難な子ども

もいる。これからそういう子どもが増えてくる。養護学校

に通うと公立には戻れないと言われ公立に通っている子も

いる。そういう子どもは、先生の対応によって成長がかな

り異なる。そういう面についても対応していただけるのか。

今の初瀬小学校は加配も行われ、手厚く対応していただい

ているため、子ども達は充実した学校生活を過ごしている。

また、今のスクールバスは帰宅する時間がわからず困って

いる。スクールバスがどこを走っているのかもわからない。

積雪時はスクールバスが来られないこともあり、その連絡

が入るのも遅い。スクールバスがどこにいるかがわかるシ

ステムがあれば良い。こういう状態であることを理解した

上で、来年以降の開校準備員会で検討していただきたい。 

 

事 務 局：通学方法については検討させていただきます。特別支援の対

応については、学校に入学をする前に就学指導を受けて就

学校を決定します。すべての学校において特別支援学級が

あります。義務教育学校になっても、前期課程にも後期課

程にも特別支援学級があることには変わりはありません。 

 

質 問 者：修学旅行は1回か。 

 

事 務 局：修学旅行は1回ですが、前期課程修了時に特別な行事を実施

することは可能です。 

 

質 問 者：義務教育学校になった場合も複式学校はありえるのか。 

 

事 務 局：小学校1年生では8名以上、それ以外の学年では16 名以

上が在籍しない場合に複式学級となります。統合後の児童

数では複式学級は発生しません。 

 

質 問 者：スクールバスを導入するためにも道路整備をお願いしたい。 

 

事 務 局：検討させて頂きます。 

以 上 


